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 4 学びを支える質の高い教育環境の整備 【教育総務課】 

大項目 1) 安全・安心で快適な教育施設の整備 

中項目 小項目／点検・評価 

(1)学校施設の老

朽化に対応し

た維持補修工

事並びに長寿

命化の推進 

○老朽化した施設の維持・改善を図るため、計画的に改修工事等を実施し

た。 

○学校施設の老朽化に伴い、修繕が必要な箇所が相当数見られるが、学校

運営に支障が生じないよう適宜修繕を行い、児童生徒の安全確保に努め

た。 

 ○工事実施状況      89 件（工事総額 37,864,409 円） 

〔主な工事〕               

・時津小学校 高圧受変電設備更新工事          6,136,900 円 

給食用配膳リフト改修工事     2,750,000 円 

火災受信機更新工事        1,265,000 円 

・時津北小学校  給食用配膳リフト改修工事          2,750,000 円 

屋外配水管更新工事          1,320,000 円 

・時津東小学校 給食用配膳リフト改修工事       2,915,000 円 

舗装補修工事             1,265,000 円 

教室棟連動操作盤更新工事      1,210,000 円 

・鳴鼓小学校 給食用配膳リフト改修工事       2,915,000 円 

・鳴北中学校 高圧受変電設備改修工事       1,980,000 円 

          鳴北中学校 2階ホール灯具更新工事  951,500 円 

１階教室床修繕                    880,000 円 

 

【課題・今後の取組】 

○学校施設は、建設時期が近く多くの施設が老朽化しており、今後、維持

管理・更新について、集中的に大きな財政負担が生じることとなる。そ

のため、維持修繕のコストの平準化を図ると共に、現施設の実用耐力を

鑑み、優先度を考慮しながら、施設の維持管理・更新を計画的に実施す

る。 

 

(2)環境に配慮し

た施設の整備 

 

 

 

 

○教育環境の改善を図るため、緊急性、危険性のあるものを優先し、改修 

工事等を実施し、質的な向上を図った。 

 ○児童生徒の安全面を最優先に、樹木の剪定・伐採、街路灯の整備や通路

の手摺設置などを重点的に行った。 

○工事実施状況      50 件（工事総額 37,538,700 円） 
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中項目 小項目／点検・評価 

 〔主な工事〕               

・時津小学校 ネットワーク管理コンソール改修修繕工事   440,000 円 

・時津北小学校 ネットワーク管理コンソール改修修繕工事      480,000 円  

コンテナプラットホーム前改修工事  473,000 円 

・時津東小学校 敷地造成工事            14,786,200 円 

門扉設置工事            2,274,800 円 

教室廊下側窓ガラス取替工事     627,000 円 

・鳴鼓小学校 体育館安全対策工事            990,000 円 

・時津中学校 相談室空調機更新工事              1,175,900 円 

        ゴミ捨て場改修工事        1,075,800 円 

2 階第 3棟トイレ改修工事      803,000 円 

・鳴北中学校 屋外街路灯設置工事            1,375,000 円 

          テニスコート補修工事       1,298,000 円 

          図書室空調機更新工事        847,000 円 

 

【課題・今後の取組】 

○児童生徒が安心安全で、のびのびと活動できる学習環境作りを目指し、

施設の点検を定期的に行うことで細やかな施設の管理を行う。 

○今後も、国からの施設整備要請など、国、県の施策の動き等には注意を

払いながら、市場の動向等なども考慮の上、効果的な児童生徒の学習環

境の改善が図れるよう事業に取り組む。 

 

(3)新学校給食セ

ンター建設事

業 

○時津町学校給食センター第一調理場は、施設・設備の老朽化が著しいた

め、日並郷 10 工区に移転新築し、児童生徒に安全・安心な給食を提供

し、衛生管理及び食物アレルギー対応にも配慮した新しい時代に適応し

た給食調理場を建設した。 

・新時津町学校給食センター建設事業（建築工事） 

（令和 4～5年度）                 707,656,400 円 

・新時津町学校給食センター建設事業（電気設備工事） 

（令和 4～5年度）              174,187,200 円 

・新時津町学校給食センター建設事業（機械設備工事） 

（令和 4～5年度）               590,173,100 円 

・新時津町学校給食センター建設事業監理業務委託 

（令和 4～5年度）               7,812,200 円 

・新時津町学校給食センター建築に伴う厨房機器購入費     

（令和 5年度）                218,900,000 円 
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中項目 小項目／点検・評価 

 

 

 

 

 

 

 

・新時津町学校給食センター建築に伴う環境整備工事     

（令和 5年度）                 2,116,565 円 

 

【課題・今後の取組】 

○移転新築された新学校給食センター第一調理場は、令和 5 年 9 月に供用

開始し令和 5年度 2学期から町内 4小学校に給食を配食している。 

○浜田郷にある旧学校給食センター第一調理場は、調理場としての供用を

終了した後、令和 5 年度中に解体に係る実施設計を行い、令和 6 年度に

解体工事を施工する。 

 

(4)時津北小学校 

校舎増築事業 

○時津北小学校の校区内においては、近年の宅地開発等に伴い、児童数が

増加傾向にある。令和 6 年度以降に不足が見込まれる 4 教室を確保する

ため、校舎を増築するものである。令和 6 年 9 月に供用開始を予定して

いる。  

  ・時津北小学校校舎増築工事 

（令和 6年度繰越事業）           357,500,000 円 

・時津北小学校校校舎増築工事監理業務委託     

（令和 6年度繰越事業）             5,335,000 円 

 

【課題・今後の取組】 

○増築工事は令和 6 年 8 月に竣工し、令和 6 年 9 月に供用を開始する見込

みとしている。その後は、令和 6 年度に既存の音楽室・理科室を普通教

室に用途変更及び職員室の改修を予定している。 

 

大項目 2) 学びのセーフティネットの推進 

中項目 小項目／点検・評価 

(1)幼稚園就園奨

励事業 

①施設等利用費の給付 

 ○幼稚園へ就園する幼児の保護者の経済的負担を軽減するため、施設等利

用費（入園料・保育料）の給付を行った。 

  ・給付園児数       148 名       

  ・給 付 額   38,876,039 円 
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中項目 小項目／点検・評価 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○幼稚園に就園し、共働きなど保育が必要な幼児の保護者の経済的負担を 

軽減するため、預かり保育事業の施設等利用費の給付を行った。 

・給付園児数       50 名       

  ・給 付 額   1,634,450 円 

②副食材料費助成事業 

○幼稚園に就園し、低所得や多子世帯の保護者の経済的負担を軽減するた 

め、給食費（副食費）の給付を行った。   

  ・給付園児数       25 名 

  ・給 付 額    775,810 円 

 

【課題・今後の取組】 

○幼稚園の利用者に対し施設等利用費の給付や副食材料費を助成する制度

であるので、申請漏れなどがないよう幼稚園・保護者への周知を図り、

制度の適正な運用に努める。 

 

(2)要保護38 ・準 

 要保護39 児 

童生徒援助 

①経済的理由により就学困難な児童生徒の保護者に対する援助 

○学校でかかる必要な経費（学用品費、給食費、修学旅行費等）の援助を 

行った。 

＜要保護・準要保護児童生徒援助＞ 

  ・給付人数及び給付額        

 

 

 要保護 準要保護 

人数 給付額 人数 給付額 

時津小 4 人 76,300 円 45 人 3,321,187 円 

時津北小 0 人 0 円 34 人 2,218,029 円 

時津東小 0 人 0 円 65 人 4,830,894 円 

鳴鼓小 0 人 0 円 25 人 1,690,912 円 

町外小 0 人 0 円 4 人 49,514 円 

時津中 0 人 0 円 91 人 9,302,731 円 

鳴北中 0 人 0 円 49 人 4,644,237 円 

町外中 0 人 0 円 10 人 281,017 円 

合 計 4 人 76,300 円 323 人 26,338,521 円 

                                                                                  
38 現在、生活保護を受けている方をいう。 
39 生活保護に準ずる程度に困窮し、一定の所得基準額未満の方で、就学援助が必要と認められる方をいう。 
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中項目 小項目／点検・評価 

 

 

【課題・今後の取組】 

○現状においては制度の拡充等の予定はないものの、生活扶助見直しの影 

響や近隣市町の動向も注視しながら、就学援助制度の趣旨や目的、実態 

を十分考慮した運用に努める。 

 

(3)特別支援教育 

就学奨励費給 

 付 

○教育の機会均等の趣旨に基づき、特別支援学級へ就学する児童生徒の保

護者の経済的負担を軽減するため、就学奨励費の給付を行った。 

○通学費について、バス通学を対象としていたが、令和４年度から自家用

車での通学についても一定の要件を満たす場合、補助対象に追加した。 

＜特別支援教育就学奨励費給付＞ 

   ・給付人数及び給付額 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

【課題・今後の取組】 

○文部科学省から送付される「特別支援教育就学奨励費負担金等に係る事

務処理資料」に基づき、保護者の負担が軽減されるよう手続きを簡素化

し、また制度の適正な運用に努める。 

○対象者数が年々増加しており、就学援助と混同する保護者も多いため、 

制度案内が分かりやすくなるように作成し、年に複数回学校等を通じて

保護者に周知を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 人数 給付額 

時津小 12 人 389,477 円 

時津北小 17 人 598,234 円 

時津東小 26 人 869,750 円 

鳴鼓小 6 人 210,093 円 

時津中 5 人 232,593 円 

鳴北中 2 人 98,215 円 

合 計 68 人 2,398,362 円 
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中項目 小項目／点検・評価 

(4)高校、大学等 

進学者に対す 

る奨学金の貸 

付 

 

○経済的な理由によって高校、大学等への修学が困難な方に対する奨学資

金貸付の定期的な募集の周知を行った。 

 ○令和 4年度から奨学生の利便性及び返済時の負担軽減を考慮し、貸付月

額を選択制へと改正した。また私立高等学校の貸付月額については、国

及び県からの授業料の補助があり、公立高等学校と私立高等学校とでは

授業料等の差がほとんどないため、公立、私立ともに同額となるよう改

正した。 

○令和 3 年度から奨学資金の返還が開始され、口座振替により期限内に返

還された。 

・貸付実績 

 

【課題・今後の取組】 

○平成 28 年度に創設した制度であり、対象者等への周知に努めているが、

申請者が少ない。このため、さらなる制度の周知を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2 年度 3 年度 4 年度 5 年度 

貸付決定者数    0 人    0 人    4 人     0 人 

貸 付 者 数    4 人    3 人    5 人      4 人 

貸 付 金 額 1,560 千円 930 千円 1,620 千円 1,200千円 

返 済 者 数 0 人 1 人 3 人 4 人 

返 済 金 額  0 円 84 千円 396 千円 708 千円 
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【時津町学校給食センター】 

 

 

【時津町学校給食センター 落成式】 
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【時津町学校給食センター 内覧会】 

【時津北小学校増築事業】 

 


